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東日本大震災に対処するための基準該当訪問看護の事業の人員、設備 

及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行について 

 

 東日本大震災に対処するための基準該当訪問看護の事業の人員、設備及び運営に関

する基準の一部を改正する省令（平成２５年厚生労働省令第３３号。以下「改正省令」

という。）が、本日公布されたところである。 

 改正の趣旨及び主な内容は下記のとおりであるので、御了知の上、管内市町村、関

係者、関係団体等に対し、周知徹底を図られたい。 

 

記 

 

第一 改正省令の内容 

東日本大震災に対処するための基準該当訪問看護の事業の人員、設備及び運営

に関する基準（平成２３年厚生労働省令第５３号。以下「特例省令」という。）

第２条第１項に規定する特例措置は、平成２５年９月３０日までの間において特

定被災区域（東日本大震災に際し災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）が適

用された市町村の区域（宮城県石巻市及び福島県南相馬市の区域に限る。））の

うち指定訪問看護の確保が著しく困難であると市町村が認める区域における災

害救助法第２条に規定する救助の実施状況その他の事情を勘案して厚生労働大

臣が定める日までの間適用すること。（特例省令第１条及び第２条第２項関係） 

  



 

第二 施行期日 

   改正省令は、平成２５年４月１日（第２条第２項の改正規定は、公布の日）か

ら施行することとしたこと。（附則第１条関係） 

 

第三 経過措置 

 改正省令の施行の際に、岩手県一関市の区域並びに宮城県石巻市及び福島県南

相馬市の区域（指定訪問看護の確保が著しく困難であると市町村が認める区域を

除く。）内に所在する事業所において、現に利用者に対して行われている基準該

当訪問看護については、平成２５年９月３０日又は利用者が他の介護サービスに

移行する等の事由により基準該当訪問看護の提供が終了する日のいずれか早い日

までの間は、なお従前の例によること。（附則第２条関係） 
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